
 

 

医療法人名南会 

名南介護老人保健施設かたらいの里 

(予防)通所リハビリテーション 

重要事項説明書 

２０２３年５月２７日一部改訂 

１．事業者（法人）の概要 

 

名称・法人種別       医療法人 名南会 

代 表 者 名       理事長 大森 久紀 

 

 

所在地・連絡先 

（住所）457-0841 

     名古屋市南区豊田五丁目１５番１８号 

 

（電 話） ０５２－６９２－２３８８ 

（Ｆａｘ） ０５２－６９２－６３８４ 

 

 

２．ご利用施設 

 

施設の名称 名南介護老人保健施設かたらいの里 

 

 

所在地・連絡先 

（住所）457-0841 

     名古屋市南区豊田五丁目１５番１８号 

 

（電 話） ０５２－６９１－８０８５ 

（Ｆａｘ） ０５２－６９２－５７３２ 

事業所番号 ２３５１２８００３３ 

施設長の氏名 小松 健 

 

 

 

３．事業の目的と運営の方針 

（１）事業の目的 

 利用者がその有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むこと

ができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすこ

とができるよう、通所リハビリテーションサービスを提供することを目的とします。 

（２）運営方針 

事業者は利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこ

の契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保険・医療・福祉サービス

等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要

介護状態となることの予防のため適切なサービスの提供に努めます。 

（３）その他 

・通所リハビリテーション計画の作成及び事後評価 



 

 

  利用者の直面している課題等を関連スタッフ毎に評価し、利用者及び家族の希望を踏

まえて、通所リハビリテーション計画を作成します。 

  また、サービス提供の目標の達成状況を評価し、その結果を書面（サービス計画書）

に記載して説明同意を受けます。 

 

 

４．施設の概要 

（１）構造等 

 通所利用定員  ４０名 

 

（２）主な設備 

設 備 室数 面 積 備 考 

食 堂 １ ８１.５㎡  

機能訓練室 １ ４０.４㎡  

浴 室 １ ４１.２㎡ 自立支援浴槽１台設置 

 

 

 

５．施設の職員体制と営業日及び営業時間 

 

 

従業者の職種 

 

人数 

(常勤換算数) 

 

職務の内容 

施設長 1人 施設の管理をします 

医師 1.0人以上 医学管理をします 

看護職員 1.0人以上 健康チェックをします 

介護職員 2.0人以上 日常生活のお世話をします 

理学療法士等 2.0人以上 心身のリハビリをします 

 

営業日 月曜日～土曜日 

 ただし１２月３０日～１月３日を除く 

営業時間 午前８時３０分～午後５時００分 

 サービス提供時間は、午前９時３０分～午後３時４０分 

 

６．サービスの内容と費用 

（１）介護保険給付対象サービス 

①サービスの内容 

 １）送迎 

 ２）健康チェック 

 ３）入浴（一般浴、特別浴） 

 ４）機能訓練 

②費用 

 通所リハビリテーションサービスを提供した場合の利用料の額は、それぞれ介護報酬の



 

 

告示上の定められた額とする。 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

 １）食費        550円 

 ２）おむつ・紙パンツ・尿取りパット １枚につき   １５０円（税抜） 

 ３）その他、日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、その

都度利用者又はその家族に説明し同意を得たものに限り徴収します。 

 

③身体の拘束について 

当施設は身体拘束を行っておりません。しかし、色々な方法を用いても安全性が確保でき

ないと医師が判断した場合のみご家族に説明の上、許可を頂くことになっております。 

 

④虐待の防止について 

 当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じています。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を毎月定期的に開催し、その結果につい

て従業者に周知徹底を図る。 

（２）虐待の防止のための指針を整備する。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を年２回定期的に実施する。 

（４）上記（１）から（３）までを適切に実施するための担当者を置く。 

７．利用料等のお支払い方法 

  毎月、中旬に「６．サービスの内容と費用」に記載の金額を基に算定した前月分の利

用料等を利用料明細書により請求いたします。尚、入金は引き落としで対応させていた

だきます。入金確認後、領収書を発行します。 

 

 

8.利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等） 

利用者アンケート調査、意

見箱等利用者の意見等を把

握する取組の状況 

１ あり 実施日  

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 

第三者による評価の実施状

況 

１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 

 

9．サービス内容に関する苦情等相談窓口 

 

 

当施設苦情相談窓口 

窓口責任者 課長 阪巻修介 

ご利用時間 ９：００～１７：００ 

ご利用方法 電話（０５２－６９１－８０８５） 

 〔行政窓口〕 

名古屋市健康福祉局介護保険課 東桜分室 電話（052-959-3087） 

国民健康保険団体連合会苦情窓口     電話（052-971-4165） 



 

 

  お住まいの区の各区役所福祉課 

 

10．非常災害時の対策 

 

非常時の対応
 

 別途定める当該建物の消防計画にのっとり対応を行い

ます。 

 

 

 

避難訓練及び防災設備 

 別途定める当該建物の消防計画にのっとり年２回避難

訓練を行います。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉・ｼｬｯﾀｰ あり 

避難階段 ２カ所 屋内消火栓 あり 

自動火災報知器 あり 誘導灯 あり 

 カーテン等は防炎性能のある物を使用しています。 

消防計画等 南消防署への届出日：平成１５年６月１日 

防火管理者：岩本亘司  

 

11．業務継続計画 

 感染症や非常災害の発生時において、利用者様に対するサービスの提供を継続的に実施

するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該計画に従

って必要な措置を講じます。 

（1） 職員に対し、当該計画について周知し、必要な研修・訓練を定期的に実施します。 

（2） 定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。 

 

12．協力医療機関等 

 

名称 名南ふれあい病院 所在地 名古屋市南区豊田五丁目１５番１８号 

 

13．施設の利用にあたってのその他留意事項 

 

介護保険証の提示 要介護区分に変更があった際には保険証をご提示ください 

迷惑行為等  騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

貴重品の管理  貴重品は、持参されないようにお願いします。 

宗教活動・政治活動  施設内での他の入所者に対する執拗な宗教活動及び政治

活動はご遠慮ください。 

動物飼育  施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

 

14．緊急時等における対応方法 

 サービスの提供中に様態の変化などがあった場合は、必要に応じてサービスの提供を中

止し、主治医、ご家族の他、救急隊などへ連絡をし、医療機関の受診をして頂きます。 

   

15．事故が発生した場合の対応 

 利用中、利用者様に事故が発生した場合には、速やかにご家族の方及び市町村に連絡す



 

 

るとともに、必要な措置を講じます。 

 

16．利用中止をお願いする場合 

・集団生活に支障を来たし、安全性が確保できないと施設長が判断した場合。 

・暴力行為等、他利用者に迷惑がかかり、精神科の専門的アプローチが必要と施設長が判

断した場合。 

・利用料の滞納が３ヶ月続いた場合。 

・入院等で利用が３ヶ月にわたり中断した場合は利用契約を一旦終了とさせて頂きます。 


